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小鉄中付２号線（東小金井駅北西側の
高架沿い）の道路が開通しました。 
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工事の実施年度は、諸事情により変更する場合があります。
また、工事を実施した箇所でも、再度工事を行うこともありますので、
ご承知おきください。

【移転・工事等の流れ】
①補償調査・協議
補償内容を確認するため、敷地や建物の中に立ち入らせていただ
き、補償物件を調査し、補償金額を算定します。算定後は権利者
に補償金額を提示し、内容を御説明します。

②建物・工作物等の移転（調査から 1〜数年後）
補償承諾後に、権利者の皆さまには建物の撤去等の工事をしてい
ただきます（※）。

③道路の築造工事（移転後〜数年後）
上下水道等の整備や道路を築造します。

④宅地の整地工事（移転後〜数年後）
宅地となる場所の整備をします。

※工事の施工箇所に含まれている箇所でも、建物が移転対象とならない
場合もあります。

● お手数ですが、移転時期等の詳細については
区画整理課事務所にお問い合わせください。
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東小金井駅北口土地区画整理事業　施行予定箇所図（平成 25〜 27年度）

この施行予定箇所
図では左記③④の
工事箇所を表示し
ています
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